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「桑名市外国人留学生人材確保事業における協定締結事業者」

企画提案書

株式会社ニッショー
国際リーシング課
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弊社は今年で創業53年を迎え、東海地区の賃貸住宅仲介会社の第一人者として
愛知・岐阜・三重県に103か所の営業拠点を展開しております。
2016年9月より統計を取り始めて以来、通算81か国・5,000件以上の外国人契約
に携わり、直近4カ月(2024年10月～2025年1月現在)でも330名以上の方が当社を
通じてご契約されています。

創 業 1972年（昭和47年）7月
設 立 1973年（昭和48年）10月
資本金 9,000万円
代表者 代表取締役社長 加治佐 弘
本社所在地 名古屋市北区城見通2丁目10番地１

【本企画提出部署】
株式会社ニッショー 法人営業部 国際リーシング課
Phone: 052-919-6300 Fax: 052-908-8103
Email: intl.leasing@nissho-apn.co.jp

mission / この国の賃貸文化を変えてゆく。
vision  / 夢かなう未来を、日本中に善循環させる。



＜外国人留学生＞
桑名市のお部屋探し補助金を活用することで、初期費用を抑え、留学生や外国人の方々も新生活を始めや
すくなります。また、『外国人支援コンシェルジュサービス』により、生活相談や就職サポートを受けら
れる安心感も魅力です。
こうした取り組みがコミュニティ内で広がれば、
桑名市が話題となり、国際色豊かな環境がさらに
広がるきっかけになりそうです

＜桑名市＞
補助金を活用して外国人就労者が増えれば、地域に若い活気が生まれ、人手不足の解消にもつながります。
多文化が共に暮らすことで、市の魅力が高まり、国内外からの注目も広がるでしょう。『外国人支援コン
シェルジュサービス』を活用すれば、外国人の方々が安心して暮らしやすくなり国際的なつながりも生まれ
ます。こうした交流が広がることで、地域全体がより豊かで温かい文化を育んでいくのではないでしょうか。
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＜ニッショー＞
日本の国際化が進む中、桑名市役所様は外国人居住者の増
加を積極的に推進されておられ、そしてその実現には受け
入れ体制の強化が欠かせません。
これまでの当社の経験と実績を生かし、住環境の整備や受
け入れ促進に協力できると思い応募しました。



＜補助金事業の周知方法＞
・ニッショー桑名支店に留学生の補助金適用についての店頭に「告知ポスター」を掲示し、併せて
「ＰＲ用チラシ」の作成を行い啓発活動に努めます。
・外国人留学生(補助金の対象となる方)が支店へ来店された際に、口頭にて告知します
・三重県・愛知県・岐阜県の全仲介店舗（73支店）に本事業について共有し、該当のお客様に対して
ＰＲを行います。

＜外国語対応＞
・弊社の国際リーシング課にて英語と韓国語が対応可能です。(各1名ずつ在籍)
・本社（名古屋市北区）に在籍しておりますが、支店への訪問通訳をはじめ、メールやチャット、電話
での対応を行います。その他言語については現在翻訳アプリの使用をして対応致します。

・今後は「通訳サービス会社」等への委託サポートも検討しております。
「入居申込書」は英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・ベトナム語の翻訳見本を用意しております。
「賃貸借契約書」と「重要事項説明書」は、日本語の書類を使用しております。
「重要事項説明」は宅建士が行い、言葉が通じない場合は翻訳アプリ等を使用して対応いたします。
※宅建業法の順守のため

＜お部屋の内見＞
・内見を希望された物件へ支店の従業員が同行し、お部屋のご案内をします。
お客様のご都合で直接内見することが難しい場合は、物件の写真(パノラマ
画像など)や動画を参考に、室内のイメージをしていただきます。
追加で知りたい情報や弊社からお伝えしたい情報があれば、その都度メール
やチャットを利用し共有させていただいております。
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今回の制度においては、大学又は大学院を卒業した者又は卒業見込みである方を対象にしておりますので、
主に翻訳ツールを活用しながらお部屋探しの情報提供と説明を行います。
また国土交通省が推奨している「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」に準拠して対応をして
参ります。
①国土交通省が提供する外国人向けの「お部屋探しガイドブック」をお渡しします。
母国語でお部屋探しの手続きの流れをご理解いただきます。

②ガイドブックに掲載されている「希望条件チェックシート」を利用して、お部屋希望条件
を母国語（14か国語）で確認いたします。
※日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語
インドネシア語・ミャンマー語・カンボジア語・タガログ語・モンゴル語（14か国語）

＜ガイドブック見本＞

左から
日本語・英語・中国語
ベトナム語で同じこと
が書かれています。
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＜日本に住む上での注意事項等＞
入居中のルールやゴミ出しについての案内を国土交通省が提供している「入居の約束
チェックシート」や各自治体が発行している資料などを用いて桑名支店で説明を行います。
下の図は記載されている内容の抜粋例です。

＜日本語＞※母国語で書かれたものをお渡しします

＜中国語＞

※日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・
ネパール語・タイ語・インドネシア語・ミャンマー語・カンボジア語
タガログ語・モンゴル語（14か国語）



スタッフ
桑名支店は5名のスタッフが在籍しており、全員が宅建士の資格を保有です。
国際リーシング課では外国人対応専門スタッフが2名在籍しております。（2025年2月1日現在）

コンプライアンスについて
宅地建物取引業法、保険業法、国土交通省のガイドラインなど、各法令を順守して営業しています

緊急時の対応
弊社管理物件では、30拠点ある管理営業所が入居中や退去時のお困りごとに対応しております。
長年培った数々の経験から、各種お困りごとにスタッフが迅速に対応いたします。
集合住宅におけるトラブルは日本人・外国人の区別なく発生し事例も似ている為、生活上のルールを
お守りいただければ大きなトラブルになることはそれほど多くありませんのでご安心ください。
また他業者様が建物管理をされている場合は、管理会社ごとに窓口がありますのでご相談をいただければ
適切な窓口をご案内いたします。お手伝いが必要な方は、桑名支店や国際リーシング課にご相談ください。

居住に必要な各種手続きのサポートについて
書類発行の代行や役所への付き添いが可能です(有料サービスです)
外国語でのインフラ開通手続きについては、補助金での対応が可能です。

スムーズな引越しについて
弊社の提携業者をご紹介します。一部補助金での対応が可能です。
但し、３月～４月上旬のピーク時には価格差が大きいのでご注意ください

7



管理営業所では、お客様ごとの書類を一括管理し、ファイルに綴じて厳重に保管しています。
（例：賃貸借契約書の控え、鍵渡し票、本人確認書類のコピー、入居申込書のコピーなど）
これらのファイルは外部への持ち出しを厳禁としており、鍵付きのキャビネット内で安全に
保管しております。
デジタルデータは、外部からのアクセスを厳しく制限したセキュリティレベルの高いネット
ワーク環境を構築し、情報漏洩防止に万全を期しています。

さらに、契約者以外からの情報開示依頼については、必ず契約者様への確認を行い、明確な
了承を得られた場合に限り対応しております。警察や税務署などの公的機関から捜査協力の
依頼があった場合であっても、情報開示に必要な正式な書類（例：捜査関係事項照会書）を
ご提示いただくことが条件です。必要書類が揃わない場合は、情報提供を一切行いません。

また、入居者ご本人との連絡が取れないなどの特別なご相談があった際には、
必要に応じて警察と連携し、現地確認や訪問を実施する場合があります。
このように法的根拠に基づいた適切な対応を徹底することでお客様の大切な
情報を厳格にお守りしています。
安心してニッショーへお任せください。
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・お部屋探しの際、管理会社やオーナーの意向、または家賃保証会社の審査結果に
よって、ご希望の物件にご入居いただけない場合がございます。これは契約手続
きの条件や審査基準の違いなど、さまざまな理由によるものです。
しかし、私たちは留学生の皆様、桑名市役所様のご要望に沿えるよう、お客様が
安心して新生活を始められるよう、最適な物件を見つけるために全力でサポート
いたします。 たとえ審査の結果、ご希望の物件が難しい場合でも、他の選択肢を
できる限りご提案し、お客様に合ったお部屋を見つけるために最後までお手伝い
させていただきます。

・今回の補助金の対象経費としまして「火災保険料（家財保険料）」が盛り込まれて
おりましたが、保険業法３００条第１項第５号の「特別利益の提供」に抵触する
可能性がありましたので、当社では「火災保険料（家財保険料）」は、補助金と
しての申請対象から外しました。
賃貸住宅用の家財保険加入につきましては、ご本人に加入いただく様に説明とご
案内をいたします。

・入居手続きの際に「補助金対象分」と「個人負担分」が発生します。
「補助金対象分」につきましては、当社にてオーナー・管理会社に対して立替え払
いを行い「実施報告（完了届）」を終えたのちに「補助金交付」を受ける予定です。
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ニッショー内定を得た
外国人留学生

＜対象者＞
第２条 本協定に基づき支援を
行う対象者は、次に掲げる条件
をすべて満たした者とする。
（１）国内の大学等高等教育機
関（大学および高等専門学校）
を卒業または卒業見込みであ
る外国人留学生
（２）市内に本社・本店または
主たる事業所のある企業に、１
年以上の雇用をする見込みが
ある外国人留学生、かつ常勤と
して就職した者または内定を得
た外国人留学生。
（３）桑名市外から桑名市内の
賃貸住宅に転入する外国人留学
生。
（４）「留学」の在留資格から、
「技術・人文知識・国際業務」
または「特定活動（46 号）」
の在留資格に変更した者、また
は変更する見込みがある外国人
留学生

①問い合わせ
ニッショー桑名支店

②お部屋の提案
※サービスの提案

③お部屋のお申し込み
※サービス内容等承諾

桑名市

④補助金交付申請

⑤補助金交付決定

審査

⑥賃貸借契約締結

⑦サービス提供
※書類・鍵渡し

⑧資料提供
※必要書類の提出

⑨実績報告(完了届)提出
⑩補助金交付請求

⑪補助金交付

＜内部的な手続き＞
物件オーナーの承諾と
一時費用立替をニッ
ショーにて行い、契約
手続き完了後に桑名市
様へ申請いたします。
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＜対応部署＞
・桑名支店
お部屋案内、手続き

・管理三重営業所
入居後のフォロー

・国際リーシング課
言語及び手続きのサポート
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